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(57)【要約】
【課題】視野絞りの開口形状による制限を受けることな
く、様々な形状を測定範囲としてその測定範囲の分光ス
ペクトルを測定することを可能とする。
【解決手段】測定試料１を撮像して測定範囲のカラー画
像情報を取得する撮像手段４１と、カラー画像情報を画
像処理することにより、測定範囲から複数の色領域１１
を抽出する画像処理手段６８と、画像処理手段６８によ
り抽出された色領域の一部を照射範囲として照明光を照
射する照明光学系２９と、照射範囲に照射された照明光
による反射光により色領域１１の一部の分光スペクトル
を取得する分光スペクトル取得手段５１とを備える。照
明光学系２９及び分光スペクトル取得手段５１により複
数の色領域１１それぞれの一部の分光スペクトルを取得
し、前記複数の色領域１１それぞれに対応した領域面積
及び一部の分光スペクトルに基づいて、測定範囲全体の
分光スペクトルを算出する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定試料の一部を測定範囲としてその測定範囲の分光スペクトルを測定するための顕微
分光測定装置において、
　前記測定試料を撮像して前記測定範囲を含む撮像範囲のカラー画像情報を取得する撮像
手段と、
　前記カラー画像情報を画像処理することにより、前記測定範囲から色に応じて区分けさ
れる複数の色領域を抽出するとともに、前記複数の色領域の領域面積を算出する画像処理
手段と、
　前記画像処理手段により抽出された色領域の一部を照射範囲として照明光を照射する照
明光学系と、
　前記照射範囲に照射された照明光による反射光又は透過光により前記色領域の一部の分
光スペクトルを取得する分光スペクトル取得手段と、
　前記色領域の領域面積と、前記色領域の一部の分光スペクトルとに基づき演算処理を行
なう演算処理手段とを備え、
　前記照明光学系及び前記分光スペクトル取得手段により前記複数の色領域それぞれの一
部の分光スペクトルを取得し、
　前記演算処理手段は、前記複数の色領域それぞれに対応した領域面積及び一部の分光ス
ペクトルに基づいて、前記測定範囲全体の分光スペクトルを算出すること
　を特徴とする顕微分光測定装置。
【請求項２】
　前記演算処理手段は、前記分光スペクトル手段により取得された前記色領域の一部の分
光スペクトルに基づき当該色領域の単位面積当たりの分光スペクトルを算出し、その算出
した色領域の単位面積当たりの分光スペクトルと当該色領域の領域面積を乗算して当該色
領域全体の分光スペクトルを算出し、前記複数の色領域それぞれの色領域全体の分光スペ
クトルを加算して前記測定範囲全体の分光スペクトルを算出すること
　を特徴とする請求項１記載の顕微分光測定装置。
【請求項３】
　前記測定範囲を設定する設定手段を更に備えること
　を特徴とする請求項１又は２記載の顕微分光測定装置。
【請求項４】
　前記照明光学系から照射される照明光の前記測定試料に対する照射範囲を範囲調整及び
位置調整する照射範囲調整手段を更に備え、
　前記照明範囲調整手段は、前記画像処理手段により抽出された色領域に基づき、その色
領域の一部に照明光が照射されるように前記照射範囲を範囲調整及び位置調整すること
　を特徴とする請求項１～３の何れか１項記載の顕微分光測定装置。
【請求項５】
　前記照明光学系は、前記照明光を射出する光源と、前記光源から射出された照明光の前
記測定試料の測定面における照射範囲を範囲調整する視野絞りとを備え、
　前記照明範囲調整手段は、前記照明光の光軸と直交する方向に一体的に移動可能な前記
光源と前記視野絞りとから構成されていること
　を特徴とする請求項４記載の顕微分光測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定試料の一部を測定範囲としてその測定範囲の分光スペクトルを測定する
ための顕微分光測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、対物レンズにより測定試料の拡大像を得て、その拡大像の分光スペクトルを
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測定するための顕微分光測定装置が提案されている（例えば、特許文献１、２参照。）。
この顕微分光測定装置は、測定試料に照明光を照射する照明光学系と、照明光による測定
試料からの反射光を分光して、その分光された光の強度を波長ごとに検出して分光スペク
トルを取得する分光器とを備えている。
【０００３】
　このような顕微分光測定装置により目的とする測定範囲内の分光スペクトルのみを測定
するうえでは、一般に、照明光学系の光路中や、測定試料から分光器に至るまでの光路中
に配置された視野絞りが用いられている。この視野絞りの開口径を調整することにより、
測定範囲のみが照射されるように照射範囲を調整したり、測定試料からの反射光から測定
範囲外の光を遮蔽するように調整することが可能となり、これによって測定範囲からの反
射光のみを分光してその測定範囲の分光スペクトルのみを取得することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２３０８２９号公報
【特許文献２】特開２０００－３５６５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、分光スペクトルを測定しようとする測定範囲の形状は様々であるのに対して
、視野絞りの開口形状は、多角形からなる略円形状であったり、細長の矩形状等であった
りと、ある程度定まった形状とされている。このため、測定範囲の形状に合わせて適切な
視野絞りの開口形状に調整することが困難となり、所望とする測定範囲の分光スペクトル
を得られない場合があるという問題点があった。
【０００６】
　また、測定試料からの分光スペクトルの取得範囲を測定範囲に対して小さな微小な範囲
として、測定範囲全体を二次元的に走査することによりその微小範囲毎の分光スペクトル
を取得し、各微小範囲の分光スペクトルの光強度を波長成分毎に加算することにより測定
範囲全体の分光スペクトルを演算値として算出する方法も考えられる。しかしながら、こ
のような方法によると、測定範囲全体に亘って二次元的に走査することによりその測定範
囲内の微小範囲毎の分光スペクトルを取得する必要があるため、測定時間が過度に増大し
てしまうという問題点があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、視野絞りの開口形状による制限を受けることなく、様々な形状を測定範囲として
その測定範囲の分光スペクトルを測定することを可能としつつ、その測定範囲内の測定を
短時間で完了させることのできる顕微分光測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上述した課題を解決するために、鋭意検討の末、下記の顕微分光測定装置
を発明した。
【０００９】
　第１発明に係る顕微分光測定装置は、測定試料の一部を測定範囲としてその測定範囲の
分光スペクトルを測定するための顕微分光測定装置において、前記測定試料を撮像して前
記測定範囲を含む撮像範囲のカラー画像情報を取得する撮像手段と、前記カラー画像情報
を画像処理することにより、前記測定範囲から色に応じて区分けされる複数の色領域を抽
出するとともに、前記複数の色領域の領域面積を算出する画像処理手段と、前記画像処理
手段により抽出された色領域の一部を照射範囲として照明光を照射する照明光学系と、前
記照射範囲に照射された照明光による反射光又は透過光により前記色領域の一部の分光ス
ペクトルを取得する分光スペクトル取得手段と、前記色領域の領域面積と、前記色領域の
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一部の分光スペクトルとに基づき演算処理を行なう演算処理手段とを備え、前記照明光学
系及び前記分光スペクトル取得手段により前記複数の色領域それぞれの一部の分光スペク
トルを取得し、前記演算処理手段は、前記複数の色領域それぞれに対応した領域面積及び
一部の分光スペクトルに基づいて、前記測定範囲全体の分光スペクトルを算出することを
特徴とする。
　第２発明に係る顕微分光測定装置は、第１発明において、前記演算処理手段は、前記分
光スペクトル手段により取得された前記色領域の一部の分光スペクトルに基づき単位面積
当たりの分光スペクトルを算出し、その算出した色領域の単位面積当たりの分光スペクト
ルと当該色領域の領域面積を乗算して当該色領域全体の分光スペクトルを算出し、前記複
数の色領域それぞれの分光スペクトルを加算して前記測定範囲全体の分光スペクトルを算
出することを特徴とする。
　第３発明に係る顕微分光測定装置は、第１発明又は第２発明において、前記撮像手段に
より撮像された画像を表示する表示手段と、前記表示手段により表示された画像から前記
測定範囲を設定する設定手段とを更に備えることを特徴とする。
　第４発明に係る顕微分光測定装置は、第１発明～第３発明の何れかにおいて、前記照明
光学系から照射される照明光の前記測定試料に対する照射範囲を範囲調整及び位置調整す
る照射範囲調整手段を更に備え、前記照明範囲調整手段は、前記画像処理手段により抽出
された色領域に基づき、その色領域の一部に照明光が照射されるように前記照射範囲を範
囲調整及び位置調整することを特徴とする。
　第５発明に係る顕微分光測定装置は、第４発明において、前記照明光学系は、前記照明
光を射出する光源と、前記光源から射出された照明光の前記測定試料の測定面における照
射範囲を範囲調整する視野絞りとを備え、前記照明範囲調整手段は、前記照明光の光軸と
直交する方向に一体的に移動可能な前記光源と前記視野絞りとから構成されていることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　第１発明～第５発明によれば、視野絞りの開口形状による制限を受けることなく様々な
形状を測定範囲としてその測定範囲の分光スペクトルを測定することが可能となる。また
、測定範囲の分光スペクトルを測定するうえで、測定範囲から複数の色領域を画像処理す
ることにより抽出し、その抽出した複数の色領域それぞれの一部について分光スペクトル
を取得した後に演算処理を行うのみで足りるため、測定範囲内の測定を短時間で完了させ
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明において分光スペクトルを測定する対象となる測定試料を撮像した画像の
一例を模式的に示す図である。
【図２】第１実施形態に係る顕微分光測定装置の概要を示す概要図である。
【図３】第１実施形態に係る顕微分光測定装置で用いられる中央制御装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図４】（ａ）は第１実施形態に係る測定試料の赤色領域の一部の分光スペクトルを示す
図であり、（ｂ）はその測定試料の青色領域の一部の分光スペクトルを示す図である。
【図５】（ａ）第１実施形態に係る測定試料の赤色領域全体の分光スペクトルを示す図で
あり、（ｂ）はその測定試料の青色領域全体の分光スペクトルを示す図である。
【図６】第１実施形態に係る測定試料の測定範囲全体の分光スペクトルを示す図である。
【図７】第１実施形態に係る顕微分光測定装置の動作について説明するためのフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を適用した顕微分光測定装置を実施するための形態について、図面を参照
しながら詳細に説明する。
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【００１３】
　まず、本発明において分光スペクトルを測定する対象となる測定試料について説明する
。
【００１４】
　測定試料１は、図１に示すように、分光スペクトルを測定しようとする測定範囲Ｓ１内
において複数の色領域１１を有するものが対象となる。ここでいう色領域１１とは、色相
、彩度、明度等により表された色に応じて区分けされる領域のことをいい、単一の色領域
１１は、後述の撮像装置４１により取得したカラー画像において、似通った色相、彩度、
明度を有する画素群から構成される。
【００１５】
　測定試料１は、第１実施形態において、白色光の照射により発色する発色体が埋め込ま
れたガラス基板から構成されている。測定試料１は、第１実施形態において、赤色に発色
する正方形状の赤色領域１１Ａと、青色に発色するＬ字状の青色領域１１Ｂとにより、正
方形状の範囲が赤色と青色との混合色で発色するものを例示している。以下においては、
この混合色で発色する正方形状の範囲が測定範囲Ｓ１であるものとして説明する。なお、
この測定範囲Ｓ１は、例えば、縦横長さが１０μｍ×１０μｍ以下の大きさとなり、その
測定範囲Ｓ１の形状は、特に限定されるものではなく、正方形状等の多角形状の他、円形
状、不定形状等に形成される。
【００１６】
　次に、第１実施形態に係る顕微分光測定装置３について説明する。
【００１７】
　第１実施形態に係る顕微分光測定装置３は、図２に示すように、ステージ２０上に載置
された測定試料１に照明光を照射する照明光学系２９と、測定試料１に照射された照明光
による反射光の分光スペクトルを取得する分光スペクトル取得手段としての分光器５１と
、測定試料１を撮像してカラー画像情報を取得する撮像装置４１と、分光器５１や撮像装
置４１を制御する中央制御装置６１とを備えている。
【００１８】
　照明光学系２９は、第１実施形態において、照明光を射出する光源３０と、光源３０か
ら射出された光が対物レンズ３６を介して測定試料１の測定面１ａに導かれるまでの光路
中に順に配置されたコレクタレンズ３２と、視野絞り３３と、フィールドレンズ３５とを
有している。また、照明光学系２９は、第１実施形態において、光源３０からフィールド
レンズ３５を介して射出された照明光を反射させて、対物レンズ３６を介して測定試料１
の測定面１ａに導く第１ハーフミラー３７を更に有している。また、照明光学系２９は、
光源３０から射出された照明光を伝搬させる光ファイバ３１を更に備えている。光ファイ
バ３１の出射端３１ａは、照明光を射出する二次光源として機能しており、その出射端３
１ａから射出された照明光がコレクタレンズ３２等を介して測定試料１の測定面１ａに導
かれる。
【００１９】
　光源１１は、例えば、ハロゲンランプ等の白色光を出射するものから構成される。
【００２０】
　照明光学系２９は、第１実施形態において、視野絞り３３と測定試料１の測定面１ａと
が共役な位置に配置されており、これにより、視野絞り３３の像が測定試料１の測定面１
ａに結像されるよう構成されている。これにより、視野絞り３３を調整することにより測
定試料１の測定面１ａに照射される照明光の照射範囲の範囲調整を行うことが可能となる
。
【００２１】
　また、照明光学系２９は、第１実施形態において、光ファイバ３１の出射端側とコレク
タレンズ３２と視野絞り３３とが支持ホルダー３４により一体的に移動可能に支持されて
いる。支持ホルダー３４は、図示しない駆動用モータにより、光軸と直交する面内におけ
る二方向に駆動可能に構成されている。また、光ファイバ３１の出射端３１ａと、視野絞
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り３３と測定試料１の測定面１ａとは共役な位置に配置されている。これにより、支持ホ
ルダー３４を光軸と直交する方向に移動させることにより、測定試料１の測定面１ａにお
ける視野絞り３３の像の位置を移動させること、即ち、照明光の照射範囲の位置調整を行
うことが可能となる。また、光ファイバ３１の出射端３１ａを二次光源として、その光フ
ァイバ３１の出射端３１ａと共役な位置に配置された測定試料１の測定面１ａを照射する
こととしているので、光ファイバ３１を用いない場合よりも測定試料１の測定面１ａを均
一に照射することが可能となる。
【００２２】
　なお、照明光学系３１は、光ファイバ３１を用いないこととしてもよい。この場合、測
定試料１の測定面１ａを均一に照射するため、光源３１と対物レンズ３６の入射側瞳位置
３６ａとを共役な位置に配置して、いわゆるケーラー照明を構成することとしてもよい。
また、この場合、照明光の照射範囲の位置調整を行ううえでは、光源３０と視野絞り３３
とが支持ホルダー３４等により一体的に移動可能に構成されていればよい。
【００２３】
　第１実施形態に係る顕微分光測定装置３は、測定試料１に照明光を照射することにより
得られる反射光が、対物レンズ３６を介して第１ハーフミラー３７を透過して第２ハーフ
ミラー３８に導かれ、一部の光が第２ハーフミラー３８を反射して第１結像光学系３９に
導かれ、残りの光が第２ハーフミラー３８を透過して第２結像光学系４０に導かれるよう
に構成されている。
【００２４】
　第１結像光学系３９は、測定試料１の測定面１ａの像を撮像装置４１が有する撮像素子
４３の撮像面４３ａに結像するように構成されている。なお、第１結像光学系３９は、測
定試料１の測定面１ａの像を撮像素子４３の撮像面４３ａに結像可能であればよく、上述
の構成に限定されない。
【００２５】
　第２結像光学系４０は、測定試料１の測定面１ａの像を分光器５１の入射口５２に結像
するように構成されている。なお、第２結像光学系４０は、測定試料１の測定面１ａの像
を分光器５１の入射口５２に結像可能であればよく、上述の構成に限定されない。
【００２６】
　撮像装置４１は、ＣＣＤ等の撮像素子４３を有している。撮像装置４１は、第１結像光
学系３９を通して入射される測定試料１からの反射光を撮像素子４３の撮像面４３ａ上に
結像させて、その像の光による明暗を電荷の量に光電変換して、二次元的な画像信号を取
得するものとして機能する。
【００２７】
　撮像装置４１は、測定試料１を撮像することによりカラー画像情報を取得可能に構成さ
れている。第１実施形態においては、撮像素子４３の撮像面４３ａの各画素に対応する位
置にベイヤ配列のＲＧＢ原色フィルタが設けられおり、これにより、各画素毎にＲＧＢ値
により表されたＲＧＢ画像を取得可能となる。撮像装置４１により取得されたカラー画像
情報は、中央制御装置６１のＣＰＵ６２による制御の下でＲＯＭ６４に出力されて記憶さ
れる。撮像装置４１によりカラー画像情報を取得するうえでは、公知の如何なる方法を採
用してもよく、ＲＧＢ原色フィルタの代替として、例えば、各種の補色フィルタが用いら
れていてもよい。
【００２８】
　分光器５１は、入射口５２を通過した反射光を分光する分光部５３と、分光部５３にお
いて分光された光の強度を波長ごとに検出する光検出部５７とを有している。分光部５３
は、第１実施形態において、反射光を凹面鏡５４により平行光とし、平行光を回折格子５
５により回折させて分光させ、分光させた各光束を凹面鏡５６により集光させて光検出部
５７の検出面５７ａに結像させるものから構成されている。光検出部５７は、第１実施形
態において、ラインセンサから構成されており、分光された各波長の光の結像位置での強
度がその検出面５７ａにおいて検出される。これにより、照明光学系２９により照射範囲
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Ｓ３に照射された照明光による反射光の分光スペクトルを取得可能となる。分光部５３は
、この他にも、プリズム、分光フィルタ等により分光させるものから構成されていてもよ
い。
【００２９】
　中央制御装置６１は、顕微分光測定装置３全体の動作を制御するためのＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）６２と、各種情報の処理に使用する作業領域としてのＲＡＭ（Rando
m Access Memory）６３と、各種情報を記憶するためのＲＯＭ（Read Only Memory）６４
と、ユーザが各種指令を入力するためのキーボード、マウス等からなる操作部６５と、各
種情報を表示するためのディスプレイ等からなる表示部６６とを有する。これらはデータ
バス６７に接続されている。ＲＯＭ６４には、撮像装置４１により撮像された画像情報の
画像処理を実行する画像処理部６８と、測定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルを演算処理に
より算出する演算処理部６９とが格納されている。ＲＯＭ６４は、例えば、ハードディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から構成される。
【００３０】
　次に、第１実施形態に係る顕微分光測定装置３による動作の基本的なコンセプトについ
て説明する。
【００３１】
　図１に示すような測定試料１を測定対象とした場合、赤色領域１１Ａの一部を照射範囲
として照明光を照射すると、その照明光による反射光からは、例えば、図４（ａ）に示す
ような、６００ｎｍ～６７０ｎｍの赤色波長域にピーク波長λ１を有する分光スペクトル
Ｓｐ１を取得できる。また、青色領域１１Ｂの一部を照射範囲として照明光を照射すると
、その照明光による反射光からは、例えば、図４（ｂ）に示すような、４２０ｎｍ～４８
０ｎｍの波長域にピーク波長λ２を有する分光スペクトルＳｐ２を取得できる。なお、図
中における斜線部は分光スペクトルを取得した範囲を示している。
【００３２】
　ここで、単一の色領域の一部を照射範囲として得られた反射光から取得できる分光スペ
クトルの光強度は、照射範囲からの反射光に含まれる各波長成分の光量を表しており、照
射範囲の面積に比例していると考えることができる。そこで、本発明においては、単一の
色領域の一部を照射範囲として得られた反射光から取得した分光スペクトルに基づき単位
面積当たりの分光スペクトルを算出し、その単位面積当たりの分光スペクトルに色領域１
１の領域面積を乗算して色領域１１全体の分光スペクトルを算出することとしている。
【００３３】
　これにより、第１実施形態において、赤色領域１１Ａについては、図５（ａ）に示すよ
うな、ピーク波長λ１を有し、各波長成分の光強度の割合が分光スペクトルＳｐ１と同様
の分光スペクトルＳｐ１´が演算値として算出され、青色領域１１Ｂについては、図５（
ｂ）に示すような、ピーク波長λ２を有し、各波長成分の光強度の割合が分光スペクトル
Ｓｐ２と同様の分光スペクトルＳＰ２´が演算値として算出される。
【００３４】
　また、測定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルは、その測定範囲Ｓ１を占める各色領域１１
全体の分光スペクトルの合計値であると考えることができるので、本発明においては、複
数の色領域１１全体の分光スペクトルを加算することにより、その測定範囲Ｓ１全体の分
光スペクトルを演算値として算出することとしている。これにより、第１実施形態におい
て、図６に示すような、ピーク波長λ１、λ２を有する分光スペクトルＳｐ３が演算値と
して算出され、測定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルが得られることになる。
【００３５】
　次に、上述の顕微分光測定装置３を用いて測定範囲Ｓ１の分光スペクトルを測定するた
めの顕微分光測定方法について説明する。なお、以降の各ステップは、第１実施形態にお
いて、中央制御装置６１のＣＰＵ６２による制御の下で行われる。
【００３６】
　まず、ステップＳ１１においては、図１に示すように、測定試料１を撮像することによ
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り、測定範囲Ｓ１を含む範囲を撮像範囲Ｓ２として、その撮像範囲Ｓ２内のカラー画像情
報を取得する。
【００３７】
　次に、ステップＳ１２においては、ステップＳ１１において取得した画像を中央制御装
置６１の表示部６６に表示し、その表示された撮像範囲内の画像から測定範囲を設定する
。測定範囲の設定は、例えば、撮像範囲を撮像した画像をユーザが中央制御装置６１の表
示部６６で確認しながら、その表示部６６の画像に表示されたポインタを操作部６５によ
り操作等することにより行われる。
【００３８】
　次に、ステップＳ１３においては、ステップＳ１１において取得したカラー画像情報を
画像処理することにより、ステップＳ１２において設定された測定範囲Ｓ１から複数の色
領域１１を抽出する。複数の色領域１１を抽出する処理は、例えば、下記のような手順に
沿って行われる。
【００３９】
　まず、サブステップＳ２１においては、得られた画像情報についてノイズ除去のために
平滑化処理等の前処理を行なう。
【００４０】
　続いて、サブステップＳ２２においては、ＲＧＢ値等の色情報により表現されるカラー
画像を、公知のアルゴリズムにより輝度値、色度値等の濃淡値により表現されるグレース
ケール画像に変換する処理を行なう。この処理は、例えば、各画素のＲＧＢ値からＮＴＳ
Ｃ係数による加重平均法により輝度値を表す重み付け平均値を算出して、その算出値を各
画素の輝度値とする処理が挙げられる。
【００４１】
　続いて、サブステップＳ２３においては、公知のアルゴリズムによりグレースケール画
像のエッジを抽出する処理を行なう。このエッジ抽出処理は、例えば、Sobel、Prewitt等
の一次微分フィルタ、Laplacian等の二次微分フィルタを用いた処理が挙げられる。
【００４２】
　続いて、サブステップＳ２４においては、公知のアルゴリズムによりエッジの抽出され
たエッジ抽出画像を二値化する処理を行なう。二値化処理を行なうことにより、エッジ抽
出画像のエッジのみ、即ち、複数の色領域の輪郭線のみが描かれた二値化画像を取得する
。この二値化処理で用いられるアルゴリズムとしては、例えば、二値化するための閾値を
自動的に算出することが可能な大津の方法が挙げられる。
【００４３】
　以上により、撮像された画像情報から測定範囲Ｓ１から複数の色領域１１が抽出される
。なお、ステップＳ１１において取得したカラー画像情報を画像処理することにより複数
の色領域１１を抽出するためのアルゴリズムは、上述の方法に限定されない。
【００４４】
　また、上述のステップＳ１３においては、ステップＳ１１において取得したカラー画像
情報を画像処理することにより、抽出した複数の色領域１１の領域面積を算出しておく。
ここでいう領域面積とは、測定範囲Ｓ１内において複数の色領域１１それぞれが占める面
積のことをいう。領域面積は、例えば、上述のサブステップＳ２４において取得した二値
化画像における複数の色領域１１の輪郭線内の画素数に基づき算出される。
【００４５】
　次に、ステップＳ１４においては、ステップＳ１３において抽出した色領域１１の一部
を照射範囲Ｓ２として照明光学系２９により照明光を照射する。このステップＳ１４は、
照明光学系２９による照明光の照射範囲Ｓ２を視野絞り３３により拡大又は縮小するとと
もに、二次光源となる光ファイバ３１の出射端３１ａと視野絞り３３とを光軸と直交する
方向に移動させることによって、色領域１１の範囲内に照射範囲Ｓ２が収まるように範囲
調整及び位置調整するステップが含まれる。このように、ステップＳ１３において画像処
理により色領域１１を抽出しているので、このステップＳ１４において複数の色領域１１
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のうちの単一の色領域１１のみが照射範囲Ｓ２となるように容易に調整できる。
【００４６】
　次に、ステップＳ１５においては、ステップＳ１４において照射範囲Ｓ２に照射した照
明光による反射光により、その照射範囲Ｓ２、即ち、色領域１１の一部の分光スペクトル
を分光器５１により取得する。これらステップＳ１４、ステップＳ１５により、照明光を
照射している単一の色領域１１の分光スペクトルのみが取得できる。
【００４７】
　ステップＳ１４及びステップＳ１５は、測定範囲Ｓ１内の複数の色領域１１それぞれの
一部の分光スペクトルを取得するまで繰り返し行う。
【００４８】
　次に、ステップＳ１６においては、複数の色領域１１それぞれに対応した領域面積及び
分光スペクトルに基づいて、その測定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルを算出する。
【００４９】
　具体的には、まず、ステップＳ１５において取得した単一の色領域１１の一部の分光ス
ペクトルに基づき、その色領域１１の単位面積当たりの分光スペクトルを演算値として算
出する。単位面積当たりの分光スペクトルは、ステップＳ１４において調整して得られた
照明光学系２９による照射範囲Ｓ２の面積により色領域１１の一部の分光スペクトルの各
波長成分毎の光強度を除算して算出する。
【００５０】
　続いて、色領域１１の単位面積当たりの分光スペクトルとその色領域１１の領域面積を
乗算して色領域１１全体の分光スペクトルを演算値として算出する。色領域１１全体の分
光スペクトルは、色領域１１の単位面積当たりの分光スペクトルの各波長成分毎の光強度
とその色領域１１の領域面積を乗算して算出する。
【００５１】
　続いて、測定範囲Ｓ１を占める各色領域１１全体の分光スペクトルを加算して、その測
定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルを演算値として算出する。測定範囲Ｓ１全体の分光スペ
クトルは、複数の色領域１１全体の分光スペクトルの各波長成分毎の光強度を加算して算
出する。
【００５２】
　なお、ステップＳ１６において算出された測定範囲Ｓ１全体の分光スペクトルは、例え
ば、中央制御装置６１の表示部６６に表示されたり、中央制御装置６１のＲＯＭ６４に記
憶される。
【００５３】
　以上によれば、視野絞りの開口形状による制限を受けることなく様々な形状を測定範囲
Ｓ１としてその測定範囲の分光スペクトルを測定することが可能となる。また、測定範囲
Ｓ１の分光スペクトルを測定するうえで、測定範囲Ｓ１から複数の色領域を画像処理する
ことにより抽出し、その抽出した複数の色領域それぞれの一部について分光スペクトルを
取得した後に演算処理を行うのみで足りるため、測定範囲Ｓ１内の測定を短時間で完了さ
せることが可能となる。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態の例について詳細に説明したが、前述した実施形態は、何れも
本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明
の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。
【００５５】
　例えば、上述の実施形態においては、分光器５１により照明光による反射光の分光スペ
クトルを取得するものとして説明したが、分光器５１により照明光による透過光の分光ス
ペクトルを取得するものから構成されていてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１              ：測定試料
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３              ：顕微分光測定装置
１１            ：色領域
２０            ：ステージ
２９            ：照明光学系
４１            ：撮像装置
４３            ：撮像素子
５１            ：分光器
６１            ：中央制御装置
Ｓ１            ：測定範囲
Ｓ２            ：照射範囲

【図１】 【図２】
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